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【
30

】
北
条
家
朱
印
状
（
天
正
一
二
年
：
一
五
八
四 

か
） 

 

（
青
野
家
文
書
〔
松
本
家
旧
蔵
文
書
〕
Ｐ
０
９
８
０
５ 

№
２
） 

                              

    

《
釈 

文
》 

 

向
二 

東
口
一 

可
レ 

及
二 

一
動
一 

候
、
定
置 

着
到
之
人
衆
、
一
騎
一
人
無
二 

 

不
足
一 

様
、
可
レ 

致
二 

用
意
一 

候
、
二
月
廿
日
を 

傍
示
ニ 

、 

支
度
出
来
候
様
、
可
二 

 

相
稼
一 

候
、
仍
如
レ 

件
、 

  
 

正
月
廿
八
日
（
虎
朱
印
） 

 
 
 
 

 
 
 

松
井
田
衆
中 

  

《
読
み
下
し
文
》 

 

東
口
に
向
か
い
一
動
に
及
ぶ
べ
く
候
、
定
め
置
く
着
到
（
ち
ゃ
く
と
う
）
の

人
衆
（
じ
ん
し
ゅ
う
）
、
一
騎
一
人
不
足
無
き
よ
う
、
用
意
致
す
べ
く
候
、
二

月
二
十
日
を
傍
示
（
ぼ
う
じ
）
に
支
度
出
来
候
よ
う
、
相
稼
ぐ
べ
く
候
、
仍

っ
て
件
の
如
し
、 

  
 

正
月
廿
八
日
（
虎
朱
印
） 

 
 
 
 

 
 
 

松
井
田
衆
中 
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《
用 

語
》 

【
松
井
田
衆
：
ま
つ
い
だ
し
ゅ
う
】
現
安
中
市
松
井
田
町
周
辺
に
い
た
地
侍

の
集
団
。 

【
東
口
：
ひ
が
し
ぐ
ち
】
上
野
国
の
東
側
。
こ
の
場
合
、
上
野
・
下
野
国
境

付
近
で
北
条
氏
と
戦
闘
を
繰
り
広
げ
た
、
佐
竹
氏
を
中
心
と
す
る
反
北

条
勢
力
を
指
す
。 

【
着
到
：
ち
ゃ
く
と
う
】
中
世
、
出
陣
の
時
、
馳
せ
参
じ
た
武
将
に
対
し
て 

主
家
の
側
か
ら
武
将
と
そ
の
手
勢
が
負
担
す
べ
き
人
数
・
武
具
な
ど
を

明
細
に
記
し
て
渡
す
書
付
。 

【
傍
示
（
榜
示
）
：
ほ
う
じ
、
ぼ
う
じ
】
①
領
地
・
領
田
な
ど
の
境
界
を
示

す
た
め
に
、
杭
・
石
・
札
な
ど
を
立
て
る
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
立
て
た

も
の
。
も
の
を
書
き
付
け
て
示
す
札
。
目
印
と
し
て
書
き
記
し
た
札
。

立
札
。 

【
稼
：
か
せ
ぐ
】
①
一
所
懸
命
働
く
。
②
力
を
尽
く
す
。
心
を
く
だ
く
。 

【
北
条
氏
直
：
ほ
う
じ
ょ
う
う
じ
な
お
】
一
五
六
二
～
一
五
九
一
年
。
北
条

氏
政
の
長
男
。
母
は
武
田
晴
信
娘
、
妻
は
徳
川
家
康
娘
督
姫
。
天
正
五

年
（
一
五
七
三
）
秋
の
上
総
出
陣
で
初
陣
を
遂
げ
る
。
同
八
年
八
月
氏

政
か
ら
家
督
を
譲
ら
れ
る
。
同
一
〇
年
六
月
、
信
長
死
去
に
よ
り
織
田

氏
と
対
立
し
、
織
田
氏
宿
老
滝
川
一
益
を
破
り
、
そ
の
ま
ま
追
撃
し
て

上
野
・
信
濃
に
進
軍
す
る
。
同
八
月
、
信
濃
国
衆
の
帰
属
を
め
ぐ
り
徳

川
家
康
と
対
立
し
、
甲
斐
で
対
陣
す
る
が
、
一
〇
月
に
和
睦
し
同
盟
を

結
ぶ
。
同
一
二
年
四
月
か
ら
七
月
に
か
け
て
は
、
家
康
と
対
立
す
る
秀

吉
と
結
ん
だ
、
佐
竹
氏
勢
力
と
下
野
藤
岡
・
沼
尻
（
栃
木
県
栃
木
市
、

旧
藤
岡
町
）
で
対
陣
す
る
。
し
か
し
、
同
一
四
年
一
〇
月
、
家
康
が
秀

吉
に
服
属
し
、
家
康
を
通
じ
て
秀
吉
へ
の
服
属
が
働
き
か
け
ら
れ
る
よ

う
に
な
る
。
こ
の
頃
か
ら
秀
吉
と
の
大
戦
に
備
え
、
惣
国
防
衛
体
制
を

構
築
し
て
い
く
。
同
一
六
年
五
月
、
家
康
の
勧
告
に
従
い
、
秀
吉
に
服

属
を
表
明
。
同
一
七
年
、
秀
吉
に
よ
る
領
土
裁
定
を
受
け
容
れ
る
が
、

名
胡
桃
城
奪
取
事
件
に
よ
り
、
同
一
八
年
三
月
か
ら
侵
攻
を
う
け
る
。

同
七
月
五
日
秀
吉
に
降
伏
、
高
野
山
に
蟄
居
を
命
じ
ら
れ
る
。
同
一
九

年
八
月
に
赦
免
さ
れ
る
が
、
疱
瘡
を
患
い
死
去
。
三
〇
歳
。
（
『
戦
国

人
名
辞
典
』
吉
川
弘
文
館
） 

 

《
解 

説
》 

 

東
上
野
方
面
に
向
か
い
、
一
戦
を
行
う
の
で
、
定
め
置
い
て
い
た
着
到
の

人
衆
は
、
一
騎
一
人
も
不
足
の
な
い
よ
う
用
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
二

月
二
〇
日
を
日
限
に
支
度
が
出
来
る
よ
う
に
尽
力
す
る
よ
う
、
北
条
家
が
松

井
田
衆
に
命
じ
た
文
書
で
あ
る
。
年
号
は
書
か
れ
て
い
な
い
が
、
同
様
な
内

容
の
文
書
で
松
井
田
衆
が
足
利
へ
出
陣
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。 

青
野
家
文
書
は
、
松
井
田
宿
上
町
本
陣
を
務
め
た
松
本
家
に
伝
来
し
た
文

書
で
、
青
野
氏
の
母
親
が
松
本
家
出
身
で
あ
っ
た
関
係
で
、
青
野
氏
に
伝
来

し
当
館
へ
寄
贈
さ
れ
た
。
戦
国
期
の｢

武
田
家
定
書｣

｢

北
条
家
朱
印
状｣

と
江

戸
期
の｢

松
本
家
系
図｣

の
三
点
か
ら
な
る
。 


